
       

セ
ン
タ
ー
処
理
欄

事前申請受付日

　事項がある場合には、別紙に記載してください

※特に、建築基準法等の解釈について相談したい

令和　　年　　　月　　　日

住所

氏名

堺市中区深井中町3211

で希望しますか

□現金　　　　　□振込み

確認済証・副本等のお受け取りを郵送（費用はセンター負担）

大阪府松原市三宅中一丁目299番4

一般財団法人　なら建築住宅センター　様

郵送を希望される方は郵送先にチェックをいれてください

□代理者　　　　□設計者　　　　□施工者　　　　□その他

※内容に変更があれば、お早めにお知らせください

敷地の
地名地番

代理者

手数料の
お支払方法

確認済証
副本等の
受取り方法

手数料のお支払い方法をお選びください

（一括支払いの取り扱いとなっている場合を除く）

泉北ホーム株式会社　代表取締役　山本　隆

お
　
客
　
さ
　
ま
　
記
　
入
　
欄

建　築　確　認　事　前　審　査　願　書

【資格】（一級）建築士  （大臣）登録第218879号

【氏名】　石飛　秀二

【建築士事務所名】　泉北ホーム株式会社

【TEL】  072-340-5684  【FAX】072-270-5123

【e-mail】

下記の物件について建築確認事前審査をお願いします

□はい　　　　　■いいえ　　　　□未定



相談したい事項 願出者の考え方

（相談事項ごとに箇条書きし、関係図
書の名称と内容、建築基準法などの条

項を明記してください）
（必ず記載して下さい）



様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 様

年 月 日

申請者氏名

設計者氏名

※受付欄 ※消防関係同意欄 ※決裁欄 ※確認番号欄

 　　　    年      月    　日  　　　    年      月    　日

 第 号  第 号

 係員氏名  係員氏名

確認申請書（建築物）

（第一面）

泉北ホーム株式会社　代表取締役　山本　隆

泉北ホーム㈱一級建築士事務所　石飛　秀二

   建築基準法第６条の２第１項の規定による確認を申請します。申請にあたっては、一般
財団法人なら建築住宅センタ－確認検査業務約款を遵守します。また、この申請書及び添付
図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

一般財団法人  なら建築住宅センタ－



（二）

建築主等の概要

【1.建築主】

【ｲ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】

【ﾛ.氏名】

【ﾊ.郵便番号】

【ﾆ.住所】

【ﾎ.電話番号】

【2.代理者】

【ｲ.資格】 （ 一級 ）建築士（ 号

【ﾛ.氏名】

【ﾊ.建築士事務所名】 （ 一級 ） 建築士事務所   （ ）知事登録第 号

【ﾆ.郵便番号】

【ﾎ.所在地】

【ﾍ.電話番号】

【3.設計者】

　　(代表となる設計者）

【ｲ.資格】 （ 一級 ）建築士（ 号

【ﾛ.氏名】

【ﾊ.建築士事務所名】 （ 一級 ） 建築士事務所   （ ）知事登録第 号

【ﾆ.郵便番号】

【ﾎ.所在地】

【ﾍ.電話番号】

【ト.作成又は確認した設計図書】

　　(その他の設計者）

【ｲ.資格】 （ ）建築士（ 号

【ﾛ.氏名】

【ﾊ.建築士事務所名】 （ ） 建築士事務所   （ ）知事登録第 号

【ﾆ.郵便番号】

【ﾎ.所在地】

【ﾍ.電話番号】

【ト.作成又は確認した設計図書】

【ｲ.資格】 （ ）建築士（ 号

【ﾛ.氏名】

【ﾊ.建築士事務所名】 （ ） 建築士事務所   （ ）知事登録第 号

【ﾆ.郵便番号】

【ﾎ.所在地】

【ﾍ.電話番号】

【ト.作成又は確認した設計図書】

【ｲ.資格】 （ ）建築士（ 号

【ﾛ.氏名】

【ﾊ.建築士事務所名】 （ ） 建築士事務所   （ ）知事登録第 号

【ﾆ.郵便番号】

【ﾎ.所在地】

【ﾍ.電話番号】

【ト.作成又は確認した設計図書】

　　(構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である旨の表示をした者)

　　上記の設計者のうち、

□ 建築士法第20条の２第１項の表示をした者

）登録第

）登録第 218879

泉北ホーム株式会社一級建築士事務所

599-8272

泉北ホーム株式会社一級建築士事務所

(ハ)22376

072-340-5684

大臣

大阪府 (ハ)22376

）登録第

072-340-5684

堺市中区深井中町3211　連絡先電話番号：072-340-5684　FAX番号：072-270-5123

大阪府

599-8272

堺市中区深井中町3211　連絡先電話番号：072-340-5684　FAX番号：072-270-5123

センボクホームカブシキガイシャ　ダイヒョウトリシマリヤク　ヤマモト　タカシ

泉北ホーム株式会社　代表取締役　山本　隆

599-8272

堺市中区深井中町3211

072-270-5055

大臣 ）登録第 218879

石飛　秀二

石飛　秀二

）登録第

構造図・構造計算書以外の設計図書一式



（二）

【イ.氏名】

【ロ.資格】 構造設計一級建築士交付第 号

□ 建築士法第20条の２第３項の表示をした者

【イ.氏名】

【ロ.資格】 構造設計一級建築士交付第 号

□ 建築士法第20条の３第１項の表示をした者

【イ.氏名】

【ロ.資格】 設備設計一級建築士交付第 号

【イ.氏名】

【ロ.資格】 設備設計一級建築士交付第 号

【イ.氏名】

【ロ.資格】 設備設計一級建築士交付第 号

□ 建築士法第20条の３第３項の表示をした者

【イ.氏名】

【ロ.資格】 設備設計一級建築士交付第 号

【イ.氏名】

【ロ.資格】 設備設計一級建築士交付第 号

【イ.氏名】

【ロ.資格】 設備設計一級建築士交付第 号

【4.建築設備の設計に関し意見を聴いた者】

　　（代表となる建築設備の設計に関し意見を聴いた者）

【ｲ.氏名】

【ﾛ.勤務先】

【ﾊ.郵便番号】

【ﾆ.所在地】

【ﾎ.電話番号】

【ﾍ.登録番号】

　　(その他の建築設備の設計に関し意見を聴いた者）

【ｲ.氏名】

【ﾛ.勤務先】

【ﾊ.郵便番号】

【ﾆ.所在地】

【ﾎ.電話番号】

【ﾍ.登録番号】

【ｲ.氏名】

【ﾛ.勤務先】

【ﾊ.郵便番号】

【ﾆ.所在地】

【ﾎ.電話番号】

【ﾍ.登録番号】

【ｲ.氏名】

【ﾛ.勤務先】

【ﾊ.郵便番号】

【ﾆ.所在地】

【ﾎ.電話番号】

【ﾍ.登録番号】

【ﾄ．意見を聴いた設計図書】

【ﾄ．意見を聴いた設計図書】

無し

【ﾄ．意見を聴いた設計図書】

【ト．意見を聴いた設計図書】



（二）

【5.工事監理者】

　　（代表となる工事監理者）

【ｲ.資格】 （ 一級 ）建築士（ 号

【ﾛ.氏名】

【ﾊ.建築士事務所名】 （ 一級 ） 建築士事務所   （ ）知事登録第 号

【ﾆ.郵便番号】

【ﾎ.所在地】

【ﾍ.電話番号】

【ﾄ．工事と照合する設計図書】

　　（その他の工事監理者）

【ｲ.資格】 （ ）建築士（ 号

【ﾛ.氏名】

【ﾊ.建築士事務所名】 （ ） 建築士事務所   （ ）知事登録第 号

【ﾆ.郵便番号】

【ﾎ.所在地】

【ﾍ.電話番号】

【ﾄ．工事と照合する設計図書】

【ｲ.資格】 （ ）建築士（ 号

【ﾛ.氏名】

【ﾊ.建築士事務所名】 （ ） 建築士事務所   （ ）知事登録第 号

【ﾆ.郵便番号】

【ﾎ.所在地】

【ﾍ.電話番号】

【ﾄ．工事と照合する設計図書】

【ｲ.資格】 （ ）建築士（ 号

【ﾛ.氏名】

【ﾊ.建築士事務所名】 （ ） 建築士事務所   （ ）知事登録第 号

【ﾆ.郵便番号】

【ﾎ.所在地】

【ﾍ.電話番号】

【ﾄ．工事と照合する設計図書】

【6.工事施工者】

【ｲ.氏名】

【ﾛ.営業所名】 建設業の許可( ）第 号

【ﾊ.郵便番号】

【ﾆ.所在地】

【ﾎ.電話番号】

【7.構造計算適合性判定の申請】

□ 申請済 （ ）

□ 未申請 （ ）

■ 申請不要

【8.建築物エネルギー消費性能確保計画の提出】

□ 提出済 （ ）

□ 未提出 （ ）

■ 提出不要 （ ）

【9.備考】

【建築物の名称又は工事名】

【名称のﾌﾘｶﾞﾅ】

【名称】

【カショウ】ヒラノ・マツバラショールーム ｼﾝﾁｸｺｳｼﾞ

【仮称】平野･松原ショールーム 新築工事

大阪府知事 特 　2-128740

泉北ホーム株式会社

599-8272

072-270-5055

堺市中区深井中町3211

泉北ホーム株式会社　代表取締役　山本　隆

設計図書一式

）登録第

）登録第

泉北ホーム株式会社一級建築士事務所

）登録第

(ハ)22376

218879大臣

石飛　秀二

大阪府

599-8272

堺市中区深井中町3211　連絡先電話番号：072-340-5684　FAX番号：072-270-5123

072-340-5684

）登録第



（三)

建築物及びその敷地に関する事項

【1.地名地番】

【2.住居表示】

　以下未定

【3.都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等】

■ 都市計画区域内    （ ■ 市街化区域 □ 市街化調整区域 □ 区域区分非設定 ）

□ 準都市計画区域内 □ 都市計画区域及び準都市計画区域外

【4.防火地域】

□ 防火地域 ■ 準防火地域 ■ 指定なし

【5.その他の区域、地域、地区又は街区】

【6.道路】

【ｲ.幅員】 m

【ﾛ.敷地と接している部分の長さ】 m

【7.敷地面積】

【ｲ.敷地面積】   

 (1) ( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ) ㎡

(2) ( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ) ㎡

【ﾛ.用途地域等】

( )   ( )   ( )   ( )

【ﾊ.建築基準法第５２条第１項及び第２項の規定による建築物の容積率】

( ％ )   ( )   ( )   ( ) ％

【ﾆ.建築基準法第５３条第１項の規定による建築物の建蔽率】

( ％ )   ( )   ( )   ( ) ％

【ﾎ.敷地面積の合計】

 (1) ㎡

(2) ㎡

【ﾍ.敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値】 ％

【ﾄ.敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値】 ％

【ﾁ.備考】

【8.主要用途】

 ( 区分 )

【9.工事種別】

■ 新築 □ 増築 □ 改築 □ 移転 □ 用途変更 □ 大規模の修繕 □ 大規模の模様替

【10.建築面積】

【ｲ.建築面積】 ( ㎡ )   ( )   ( ) ㎡

【ﾛ.建蔽率】 ％

【11.延べ面積】

【ｲ.建築物全体】 ( ㎡ )   ( )   ( ) ㎡

【ﾛ.地階の住宅又は老人ホーム等の部分】

( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ) ㎡

【ﾊ.エレベーターの昇降路の部分】

( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ) ㎡

( ㎡  )   ( ㎡  )   ( ) ㎡

【ﾎ.自動車車庫等の部分】 ( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ) ㎡

【ﾍ.備蓄倉庫の部分】 ( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ) ㎡

【ﾄ.蓄電池の設置部分】 ( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ) ㎡

( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ) ㎡

【ﾘ.貯水槽の設置部分】 ( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ) ㎡

【ﾇ.宅配ボックスの設置部分】 ( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ) ㎡

【ﾙ.住宅の部分】 ( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ) ㎡

【ｦ.老人ホーム等の部分】 ( ㎡ )   ( ㎡ )   ( ) ㎡

【ﾜ.延べ面積】 ㎡

【ｶ.容積率】 ％

第二種住居地域

【ﾁ.自家発電設備の設置部分】

（申請部分）

317.09

5.46

60

483.55

483.55

200.00

60.00

322.55

317.09

65.58

200

18.602

15.000

08458 住宅販売事務所（モデル住宅付）

（申請以外の部分） （合計）

200.00

60.00

（申請以外の部分）

322.55

317.09

大阪府松原市三宅中一丁目299番4

40.57

第一種中高層住居地域

（申請部分） （合計）

196.16

【ﾆ.共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下等の部分】

5.46

大阪府松原市三宅中1丁目

下水道処理区域内、

196.16



（三)

【12.建築物の数】

【ｲ.申請に係る建築物の数】 1 棟

【ﾛ.同一敷地内の他の建築物の数】 0 棟

【13.建築物の高さ等】

【ｲ.最高の高さ】 ( ｍ )   ( ) ｍ

【ﾛ.階数】 地上  ( 階 )   ( ) 階

地下  ( 階 )   ( ) 階

【ﾊ.構造】 造 一部 造

【ﾆ.建築基準法第56条第７項の規定による特例の適用の有無】 □ 有 ■ 無

【ﾎ.適用があるときは、特例の区分】

□ 道路高さ制限不適用 □ 隣地高さ制限不適用 □ 北側高さ制限不適用

【14.許可・認定等】

【15.工事着手予定年月日】

【16.工事完了予定年月日】

【17.特定工程工事終了予定年月日】

（第 1 回） 令和 3 年 8 月 9 日 ( )

（第 2 回） 令和 3 年 9 月 9 日 ( )

（第 回） 令和 年 月 日 ( )

【18.その他必要な事項】

【19.備考】

令 和 3 年 8 月 2 日

令 和 3 年 12 月 1 日

木

(申請に係る建築物)

住宅用火災警報器(煙式)

基礎の配筋工事

3

0

9.959

2×4枠組壁工法

耐力壁の設置工事

（特定工程）

(他の建築物)



（四）

建築物別概要

【1.番号】

【2.用途】 )

)

【3.工事種別】

■ 新築 □ 増築 □ 改築 □ 移転 □ 用途変更 □ 大規模の修繕 □ 大規模の模様替

【4.構造】 造 一部 造

【5.主要構造部】

□ 耐火構造

□

■ 準耐火構造

□ 準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ-1）

□ 準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造（ロ-2）

□ その他

【6.建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】
□ 建築基準法施行令第109条の5第1号に掲げる基準に適合する構造

□ 建築基準法第21条第1項ただし書に該当する建築物

□ 建築基準法施行令第110条第1号に掲げる基準に適合する構造

□ その他

■ 建築基準法第21条又は第27条の規定の適用を受けない

□ 耐火建築物

□ 延焼防止建築物

■ 準耐火建築物

□ 準延焼防止建築物

□ その他

□ 建築基準法第61条の規定の適用を受けない

【8.階数】

【ｲ.地階を除く階数】 3 階

【ﾛ.地階の階数】 0 階

【ﾊ.昇降機塔等の階の数】 0 階

【ﾆ.地階の倉庫等の階の数】 0 階

【9.高さ】

【ｲ.最高の高さ】 m

【ﾛ.最高の軒の高さ】 m

【10.建築設備の種類】

【11.確認の特例】

【ｲ.建築基準法第６条の３第１項ただし書又は法第１８条第４項ただし書の規定による審

査の特例の適用の有無】 □ 有 ■ 無

【ﾛ.建築基準法第６条の４第１項の規定による確認の特例の適用の有無】 □ 有 ■ 無

【ﾊ.建築基準法施行令第１０条各号に掲げる建築物の区分】　 第 4 号

【ﾆ.認定型式の認定番号】 第 号

【ﾎ.適合する一連の規定の区分】　　 □ 建築基準法施行令第136条の2の11第1号イ

□ 建築基準法施行令第136条の2の11第1号ロ
【ﾍ.認証型式部材等認証番号】 第 号

9.959

8.732

電気、ガス、給水、排水、換気、自動火災警報器、誘導灯、消火器

木 2×4枠組壁工法

 建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造

【7.建築基準法第61条の規定の適用】

1

(区分 08458 住宅販売事務所（モデル住宅付）

(区分   



（四）

【12.床面積】 　（ ）

【ｲ.階別】（ 階） （ ㎡ ）（ ）（ ） ㎡

（ F03 階） （ ㎡ ）（ ）（ ） ㎡

（ F02 階） （ ㎡ ）（ ）（ ） ㎡

（ F01 階） （ ㎡ ）（ ）（ ） ㎡

【ﾛ.合計】 （ ㎡ ）（ ）（ ） ㎡

【13.屋根】 カラーベスト　NM-2093 亜鉛メッキ鋼板　NM-8697 瓦

【14.外壁】

【15.軒裏】

【16.居室の床の高さ】 mm

【17.便所の種類】■ 水洗 (公共下水)

【18.その他必要な事項】

【19.備考】

550.0000

防火サイディング+強化石膏ボード　　QF045BE-9226

無孔板：QF045RS-9001、QF045RS-0237(下屋)、不燃材料：ＮＭ-8314

550

186.74 186.74

322.55 322.55

94.40 94.40

41.41 41.41

（申請部分） 申請以外の部分 （合計）



（五1）

建築物の階別概要

【1.番号】

【2.階】 F01 階

【3.柱の小径】 mm

【4.横架材間の垂直距離】 mm

【5.階の高さ】 mm

【6.天井】

【イ.居室の天井の高さ】 mm

□ 有 ■ 無

【7.用途別床面積】

【ｲ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾛ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾊ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾆ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾎ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾍ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【8.その他必要な事項】

【9.備考】

186.74

（具体的な用途の名称） （床面積）

住宅販売事務所（モデル住宅付）

1

2947

08458

（用途の区分）

2600

【ロ.建築基準法施行令第３９条第３項に規定する特定天井】



（五2)

建築物の階別概要

【1.番号】

【2.階】 F02 階

【3.柱の小径】 mm

【4.横架材間の垂直距離】 mm

【5.階の高さ】 mm

【6.天井】

【イ.居室の天井の高さ】 mm

□ 有 ■ 無

【7.用途別床面積】

【ｲ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾛ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾊ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾆ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾎ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾍ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【8.その他必要な事項】

【9.備考】

（用途の区分） （具体的な用途の名称） （床面積）

08458 住宅販売事務所（モデル住宅付） 94.40

1

2747

2400

【ロ.建築基準法施行令第３９条第３項に規定する特定天井】



（五3）

建築物の階別概要

【1.番号】

【2.階】 F03 階

【3.柱の小径】 mm

【4.横架材間の垂直距離】 mm

【5.階の高さ】 mm

【6.天井】

【イ.居室の天井の高さ】 mm

□ 有 ■ 無

【7.用途別床面積】

【ｲ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾛ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾊ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾆ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾎ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【ﾍ.】 ( )   ( )   ( ) ㎡

【8.その他必要な事項】

【9.備考】

（用途の区分） （具体的な用途の名称） （床面積）

08458 住宅販売事務所（モデル住宅付） 41.41

1

【ロ.建築基準法施行令第３９条第３項に規定する特定天井】



（六)

建築物独立部分別概要

【1.番号】

【2.延べ面積】

【3.建築物の高さ等】

【イ.最高の高さ】

【ロ.最高の軒の高さ】

【ハ.階数】 地上 地下 （　　　　　　　　）

【ニ.構造】 造 一部 造

【4.特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準の別】

□ 特定構造計算基準

□ 特定増改築構造計算基準

【5.構造計算の区分】

□ 建築基準法施行令第81条第1項各号に掲げる基準に従った構造計算

□ 建築基準法施行令第81条第2項第1号イに掲げる構造計算

□ 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに掲げる構造計算

□ 建築基準法施行令第81条第2項第2号イに掲げる構造計算

■ 建築基準法施行令第81条第3項に掲げる構造計算

【6.構造計算に用いたプログラム】

【イ.名称】

【ロ.区分】

□ 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの認定を受けたプログラム

（大臣認定番号　　　 ）

■ その他のプログラム

【7.建築基準法施行令第137条の2各号に定める基準の区分】

（ ）

【8.備考】

1

　　

KIZUKURI-2×4　Ver5.5

（　　　　　　　　）



年 月 日

建築主

氏名

郵便番号

住所

電話番号

工事施工者（設計者又は代理者）

氏名

営業所名（建築士事務所名）

郵便番号

所在地

電話番号

工事監理者

氏名

営業所名（建築士事務所名）

郵便番号

所在地

電話番号

建築確認

確認済証番号

確認済証交付年月日

確認済証交付者

除却工事施工者

氏名

営業所名

郵便番号

所在地

電話番号

建築基準法第１５条第１項の規定による

建 築 工 事 届

（第一面）

大阪府知事  様

599-8272

泉北ホーム株式会社　代表取締役　山本　隆

堺市中区深井中町3211

072-270-5055

泉北ホーム株式会社　代表取締役　山本　隆

泉北ホーム株式会社

599-8272

堺市中区深井中町3211

072-270-5055

石飛　秀二

泉北ホーム株式会社一級建築士事務所

599-8272

堺市中区深井中町3211

072-340-5684



建築物について

【1.建築主】

【ｲ.種別】 □ (1) 国 □ (2) 都道府県 □ (3) 市区町村 □ (4) 会社

□ (5) 会社でない団体 ■ (6) 個人

【ﾛ.業種】 □ (1) 農林水産業 □ (2)鉱業、採石業、砂利採取業、建設業 □ (3)製造業

□ (4)電気・ガス・熱供給・水道業 □ (5)情報通信業 □ (6)運輸業

□ (7)卸売業、小売業 □ (8)金融業、保険業 □ (9)不動産業

□ (10)宿泊業、飲食サービス業 □ (11)医療、福祉 □ (12)教育、学習支援業

□ (13)その他のサービス業 □ (14)国家公務、地方公務 □ (15)他に分類されないもの

【ﾊ.資本の額又は出資の総額】 百万円

【2.敷地の位置】

【ｲ.地名地番】

【ﾛ.都市計画】 ■ (1) 市街化区域 □ (2) 市街化調整区域

□ (3) 区域区分非設定都市計画区域 □ (4) 準都市計画区域

□ (5) 都市計画区域及び準都市計画区域外

【3.工事予定期間】

から

まで 年 3 月間

【4.工事種別】

■ (1) 新築 □ (2) 増築 □ (3) 改築 □ (4) 移転

【5.主要用途】

■ (1)居住専用 01 （ ）

□ (2)居住産業併用 （ ）

□ (3)産業専用 （ ）

【6.一の建築物ごとの内容】

【ｲ.番号】 （ 1 ） （ ） （ ）

【ﾛ.用途】 □ （多用途） □ （多用途） □ （多用途）

□ (1)事務所等 □ (1)事務所等 □ (1)事務所等

□ (2)物品販売業を □ (2)物品販売業を □ (2)物品販売業を

   営む店舗等    営む店舗等    営む店舗等

□ (3)工場、作業場 □ (3)工場、作業場 □ (3)工場、作業場

□ (4)倉庫 □ (4)倉庫 □ (4)倉庫

□ (5)学校 □ (5)学校 □ (5)学校

□ (6)病院、診療所 □ (6)病院、診療所 □ (6)病院、診療所 

■ (9)その他 □ (9)その他 □ (9)その他

【ﾊ.工事部分の構造】 ■ (1)木造 □ (1)木造 □ (1)木造

□ (2)鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 □ (2)鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 □ (2)鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

□ (3)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 □ (3)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 □ (3)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

□ (4)鉄骨造 □ (4)鉄骨造 □ (4)鉄骨造

□ (5)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 □ (5)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 □ (5)ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造

□ (6)その他 □ (6)その他 □ (6)その他

【ﾆ.工事部分の床面積

    の合計】 （ ㎡） （ ㎡） （ ㎡）

【ﾎ.建築工事費予定額】 （ 万円） （ 万円） （ 万円）

【ﾍ.地上の階数】 （ ） （ ） （ ）

【ﾄ.地下の階数】 （ ） （ ） （ ）

【7.新築工事の場合における敷地面積】 ㎡

令 和 3 年 8 月 2 日

令 和 3 年 12 月 1 日

（第二面）

大阪府松原市三宅中一丁目299番4

322.55

5,000

483.55

居住専用住宅(付属建築物除く)

3

0



住宅について

【1.住宅部分の概要】

【ｲ.番号】 （ 1 ）

【ﾛ.新設とその他の別】 新設   ( ■ (1) 新築 □ (2) 増築 □ (3) 改築 )

その他( □ (2) 増築 □ (3) 改築 )

【ﾊ.資金】 ■ (1)民間資金 □ (2)公営 □ (3)住宅金融支援機構

□ (4)都市基盤整備公団 □ (5)その他

【ﾆ.建築工法】 □ (1) 在来工法 □ (2) プレハブ工法 ■ (3) 枠組壁工法

【ﾎ.種類】 (1) 専用住宅       ( ■ (1) 一戸建住宅 □ (2) 長屋建住宅 □ (3) 共同住宅 )

(2) 併用住宅       ( □ (1) 一戸建住宅 □ (2) 長屋建住宅 □ (3) 共同住宅 )

(3) その他の住宅 ( □ (1) 一戸建住宅 □ (2) 長屋建住宅 □ (3) 共同住宅 )

【ﾍ.利用関係】

( ■ (1)持家       ) ( □ (2)貸家       ) ( □ (3)給与住宅 ) ( □ (4)分譲住宅 )

【ﾄ.戸数】

( 1      戸 ） (      戸 ） (      戸 ） (      戸 ）

【ﾁ.工事部分の床面積の合計】

(      ㎡ ） (      ㎡ ） (      ㎡ ） (      ㎡ ）

（第三面）

317.09



委　任　状

　私儀 堺市中区深井中町3211 泉北ホーム株式会社一級建築士事務所 TEL072-340-5684 石飛　秀二 を

代理人と定め下記に関する権限を委任します。

記

（委任事項）

１　建築確認申請の手続並びにその訂正、受領に関する一切の権限

２　住宅金融支援機構申請の手続並びにその訂正、受領に関する一切の権限

３　その他　（　　　　　　　　　　　）の手続並びに訂正、受領に関する一切の権限　

※　注　意

委任事項については、該当項目を選択のうえ、その番号を○で囲んでください。

住所

氏名

印

住所

氏名

印

令和3年6月29日

泉北ホーム株式会社　代表取締役　山本　隆

堺市中区深井中町3211


